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大唐安西阿史夫人壁記の再読 と

歴史学的考察

石 見 清 裕 ・森 安 孝 夫

1.は じめ に

ウランバー トルのモンゴル科学アカデミー歴史研究所 に保管されている大唐

安西阿史夫人の壁記については,す でに今野春樹 ・加藤晋平 ・D.ツェヴェン ド

ルジ3氏 連名の論文 「モンゴル国バラ ・バルガスン遺跡新発見の碑文」(r國學院

雑誌』98-7,lgg7,pp.41-53)がある.し かし誠に残念ながら,こ の論文にはテキス

トの移録文にも歴史学的解釈にも初歩的誤 りが多いばか りでな く,付 載された

写真の質が悪 く,研 究者がその「読み」をチェックすることさえできない状態で

ある.幸 い我々は 「ビチェース罧プロジェクト」(本誌所収の森安孝夫 ・吉田豊 「モ

ンゴル国内突厭ウイグル時代遺蹟 ・碑文調査簡報」の冒頭を参照)の一環として,本 碑

銘の拓本を取 り,そ れを大阪大学に将来 し,自 由に研究する許可 を得たので,

ここにこの貴重な史料を読み直 した結果を報告し,今 後の研究の確実な出発点

にしたいと考える次第である.

2.出 土地 ・形状
ぐけ

本碑 銘発見の経緯 をッェヴェ ン ドルジ氏 は次 の ように述 べてい る.

「1975年 に アルハ ンガ イ県の ポ トン トニソムの遊牧 民バル ダ ンH.BaJUIaH

が,カ ラ=バ ルガス ン(バ ラ=バ ル ガス ン,ハ ル=バ ルガス)宮 城の西南 方,

城 壁 か ら500mの 所 にあ る畑か ら,漢 文の書 かれた小 さい石 を見つけた.

そ の後,そ の石 を,現 地 出身で,ガ ンダン寺の僧侶で あるソ ヨン=ニ ャム

ブーCoeH-HSiM6yyが ウラ ンバー トル市 の家 に持って きていたの を,我 々が

(1)凪.UgB33H双oP⊃K,y髄rypbIHXaaHTy∬cHHYe揃H6H朋mo髄xθ 皿oo凪.∫ 伽4如Arcん θo'08'cα

血5'伽'∫Hf5for如 θAcα4θ 履 αθ∫c詑 π加r駕 海 〃oπ80",Tom.XV,Fasc.7,1995,p.72.
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1976年 の2月 に科学アカデ ミー歴史研究所の倉庫に入れて保管することに

なった.1976年8月 に私ッェヴェンドルジ自身がカラ=バ ルガスンに行っ

て,最 初に碑石を発見 したバルダンと一緒に現地へ行ってみたが,碑 文発

見後にその畑が再び耕されたため,発 見場所を確認することはできなかっ

た.ま た碑文の基台やそれと関係ありそうなものも何一つ見つからなかっ

た.」

森安が歴史研究所において本碑銘(以 後は原文に基づいて壁記 という)を 観

察 ・計測 した結果は次の通 りである.縦32cm,横18.5cm,厚 さ5.2-6cm.大 理

石製らしく,大 きさのわりにはず しりと重い.立 派な石で,表 面は滑 らか.上

端はカマボコ型状に丸まってお り,表 裏 とも,そ の円頂部か ら5.5cm下 に横線

が1本 引かれている.そ の横線を区切 りとして,上 方に花模様が彫 られ,そ の

下方に文字が書かれている.こ れは表裏 とも同様である.文 字面の高 さは25.5

cmで あるので,縦32cmの うちから5.5+25.5cmを 差 し引いた残 りlcmは ホ

ゾの部分に当たる.こ のホゾの部分は拓本には出ていない.本 来ならこの凸状

のホゾの高さは数cm以 上あったであろうが,今 は破損 している.漢 字は唐代

碑文によく見 られる達筆の楷書体で,表 に6行,裏 に4行 ある.表 裏 とも文字

面の大 きさはほとんど同じなので,文 字の大きさにはかな り差がある.も ちろ

ん裏の方が大 きいが,表 裏いずれにおいても個々の文字の大 きさにはばらつき

がある[図 版XX,XXI参 照].文 字の大 きさを揃えるためにあらかじめ縦横の

罫線を引 く,あ るいはいわゆる「丹書」をするなどの配慮がなされなかったため

である.文 字の彫 りの深さはかなり良好で,決 して摩滅 してはいない.

3.テ キス ト・訳注

〔釈 文〕

(表面)

1大 唐安西阿史 壁記

2夫 人 為造覆停之所心玄万里
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3

4

5

6

(裏 面)

7

8

9

10

身住幽停在於西門三代王孫到此

他郷無人知記在身居家理治庭

外就 ・越有夫人雍庸膿調雅志合

万招賢納客至性温柔人皆欽仰賢

夫見任國之棟櫟武略

居備宿夜薩慨已事一人

功之忠也時卯年三月日史氏

立此覆停錺石為記永為不朽

〔句 読〕

大唐安西,阿 史夫人,壁 記.為 造覆停之所.心 玄万里,身 住幽停.在 於西

門,三 代王孫.到 此他郷,無 人知記.在 身居家理治,庭 外競 ・越有.夫 人,雍

庸髄調,雅 志合万,招 賢納客,至 性温柔.人 皆欽仰.賢 夫,見 任國之棟標,武

略居備,宿 夜囲解,已 事一人.功 之忠也.時 卯年三月 日,史 氏,立 此覆停,

錺石為記,永 為不朽.

〔訓 読〕

大唐の安西の阿史夫人の壁記
ふ く はる

為に覆停の所 を造る.心 は玄か万里たれども,身 は幽停に住 まる.西 門に在

りては,三 代の王孫なり.此 の他郷に到 りては,人 の知記する無 し.身 に在 り

ては,家 に居 して治を理め,外 に庭 しては,競 ・として越有す.夫 人は,雍 庸

たる燈調にして,雅 志は万に合 し,賢 を招 き客を納れ,至 性は温柔たり.人 み

な欽ひ仰 ぐ.
おこた あら

賢夫は,國 の棟櫟に任ぜ られ,武 略は居ながらにして備はり,宿 夜 僻 るに慨
もっ つか

ず,已 て一人に事ふ.功 の忠なり.時 に卯年三月 日,史 氏,此 の覆停 を立
うが く

て,石 に錺 ちて記 と為 し,永 く朽ちざらしめんと為すな り.
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〔注 釈〕

1・1「安西」:唐の安西都護府.治 所は最初の貞観14年 ～顕慶3年(640～658)

には西州(高 昌)に あったが,そ の後亀藪に移転 し,8世 紀末に及ぶ.た だ し
く　ラ

670～692年 に は吐蕃の西域進出のため西 州に復置 され ていた.こ こは,漠 然 と

安西都護府統治下 の領域(お そ ら く天山地方)の 意味で,本 壁記 の主 の出身地 を

示す もの と考 え られる.唐 代 の非漢 人の墓誌 で,墓 主 の出身地 を辺境や外地 に

置か れた都護府名 ・都督府 名で記す例 は,実 は少 ない.例 えば,テ ユル ク系 民

族 を取 り上 げ てみ て も,現 在16点 の墓誌 が知 られ るが,顕 慶3年(658)「 執 失

奉節墓誌」(『階唐五代墓誌匹編」陳西巻1,天 津古籍出版社,1991,p.29)で は 「漠北 陰

山人也」とされ,上 元2年(675)「 阿 史那忠墓誌」(同,p.54)で は 「其先代 人.今

為京 兆之萬年 人也 」とされ る.た だ し,本 壁記 の 「安 西」と近似 の例 を求め れ

ば,開 元ll年(723)「 阿 史那施墓誌」(毛漢光編r唐 代墓誌銘彙編附考』17-1700,台 湾 ・

中央研究院歴史語言研究所,1994,pp.489-490)に 「雲 中部 人也」と記 され る例 があ げ

られ よう.突 廠 に雲 中部 とい う部族名 は存在 しないので,こ れは 「雲 中都督府管

轄 下の人」,も し くは漢代 の 「雲 中郡」に因んだ呼称 と思われ るか らである.

1・2「阿史」:突 蕨 の王姓 「阿 史那」は,阿 史那懐道 を史懐道 と記す事例(r旧 唐

書』突厭伝下,中 華書局本,p.5192)の よ うに「史」1字 に略 される ことが多いが,「 阿

那」や 「阿史」と略記 される場合 もあ る.cf.「 賢 力HH伽 公 主阿那氏墓誌」(羽田亨

「唐故三十姓可汗貴女阿那氏之墓誌」『羽田博士史学論文集」下,東 洋史研究会,1958,pp.365-

384),「 阿 史特勒僕 羅」(r冊府元亀』巻999,外 臣部請求,開 元六年之条,中 華書局,宋

版,p.4040;桑 山正進 『カーピシー=ガ ンダーラ史研究』京大人文研,1990,p.254).

な お,刻 文で は「阿史」の下 に文字 はな く,明 らか に数文字分の空格が ある.

尊 敬 を表 すための空格 な らせ いぜ い1字 か2字 である.こ の長 い空格 は文章 が

切 れてい るこ とを示 し,従 って 「阿史」をその下に直接繋 げて 「阿 史の壁記」と

(2)松 田壽男 「砕葉と焉書」『古代 天山の歴史地理学的研究」増補版,早 稲田大学出版

部,1970,pp.357-391;柳 洪亮 「安西都護府治西州境内時期的都護及年代考」r新彊社会

科学』1986-2,pp.123-125;榮 新 江 「新出吐魯番文書所見西域史事二題」「敦煙吐魯番文

献研究論集』5,北京1990,pp.339-345,
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読 むべ きではない.「 阿史」は次行の 「夫人」に繋が る もの と見 るべ きである.即

ち,「 夫人」を改行平 出す る ことによって,敬 意 を表 してい るのである.「 夫人」

の下 に も2文 字分 の空格が あるが,そ の次 に来 る語 は「為」であって,こ れ も尊

敬 されるべ き語で はない.こ こで もやは り文 は切 れているのである.全 体 とし

ては 「大唐 の安西の阿史夫人の壁記」と解釈す る.

た だ し後 出(第5行)の 「夫人」は2度 目なので改行平 出の扱 いは受けてい な

い.ま た,石 表か ら石裏 に続 く 「賢夫」は,意 図的に 「夫」を改行平 出 したので

はな く,偶 然 そ うなっただけであろう.

1・3「壁記」:「記」は中国の文体の1つ で,事 実 をあ りの ままに記 す もの.第

4節 の(1)で 詳 しく取 り上 げ る.

2・1「 覆停 」:墓 室 の こと.「 覆」はあ な ぐら.『 詩経 』大雅,縣 に,

古 公壷父,陶 復陶穴,未 有家室.(古 公實父,陶 復陶穴,未 だ家室有 らず)

とあ り,諸 家の解釈 は次の とお り(漢 詩大系r詩 経』下,集 英社,1968,p.347).

〔毛伝 〕其 の土 を陶 して之 を復(重 複)す.其 の壌 を陶 して之 を穴す.

〔鄭箋 〕復 とは土 上 に復す るな り.地 を盤 つ を穴 と日ふ.皆,陶 の如 く然

り.

〔集伝 〕陶は窟竃(か まど)な り.復 は重 客な り.穴 は土室 な り.

『説文』には,「 覆,地 室.ノ 人穴復聲.詩 日,陶 覆陶穴」と見 える(r段 氏説文解字

注』,台 湾 ・宏業書局,1973,p.244).ま た 「停」は 「亭」に通ず.人 の とどまる とこ

ろ.『 復古編』巻2,下 平声 「亭」の項 に,

後 人俗作停.(後 人,俗 に亭 に作 る)

とあ る(『景印文淵閣四庫全書』第225冊,台 湾商務印書館,1983,P.692).

3・1「幽亭」:静 か なあず まや.

3・2「西 門」:通 常 は 「(国城等の)西 の門」であ るが,『 儀礼 』観礼 に,

礼 日於南 門外,礼 月与四漬於北門外,礼 山川丘陵於西 門外.

とあ り,「 西 門」の部 分は,疏 は,

秋 礼 山川 丘陵於西郊,則 為壇於 国西.(秋 は山川 ・丘陵 を西郊に礼 し,則 ち
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壇 を国の西 に為 る)

と解 している(r景 印文淵閣四庫全書』第102冊,台 湾商務印書館,1983,P.353).す な

わち,こ の場合 の 「西門」は 「西郊」「国の西方」の意であ る.こ こ もおそ ら くは

これ と同様 に「西 方」の意の用例であ り,具 体的 には夫人の故地安西が念頭 に置

かれ ての記述 であ ろう.第4節(2)参 照.

3・3「三代の王孫」:三 代 は高祖 ・祖 ・父.被 葬者が突厭王族直系 の人間である

ことを示す.

4・1「他郷」:「他郷」は夫 人の故地安西か ら見 ての 「他郷」であ り,具 体 的に

は,夫 人 の嫁 ぎ先 と思 われ る唐本土(7・1,8-1参 照)と 本壁記の出土地 であ るカ ラ

=バ ルガス ンとの2種 の解釈 が可能であ る
.た だ し我々は後述する ような理由 に

よ り,こ れ をカラ=バ ル ガス ン地方 と考 える.

4-2ゼ 家 に居 して治 を理 め」:『孝経 』広揚 名章 に,

君 子 ……居家理,故 治可移於官.(君 子は……家 に居 て理 まる,故 に治 をば

官 に移 すべ し)

とある(明 治書院,款 釈漢文大系35,19雛p.301).「 斉 家治国」の儒教 的思想 を踏 ま

えた記述 である.

415「 外 に庭 して は,競 ・と して越有す」:「就 ・」は,戒 めつつ しむさま.『 書

経』皐 陶言莫に,

無 教 逸欲,有 邦.競 競業業,一 日二 日,万 幾.(逸 欲 を教 ふ無かれ,有 邦

よ.競 競業業 たれ,一 日二 日,万 幾)

とあ り,注 に,

競 就 とは,戒 め慎 むな り.業 業 とは,危 み催れ るな り.

とあ る(r尚 書正義』上海古籍出版社,1990,p.60).「 越 有」は,古 典 に用例 を見 出 し

難いが,極 めて類似 の表現 を求 めれば,た とえば,『 春秋左伝 』昭公二 〇年 に,

亡 人不倭,失 守社稜,越 在草葬.吾 子無所辱君命.(亡 人は不俵 に して,社

稜 を守 るを失 ひ,草 葬 に越在 す.吾 子,君 命 を辱 しむる所無 かれ)

と見 える 「越在 」があげ られ る(明 治書院 新釈漢文大系33,1981,P.1483).国 を遠
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く離 れて生活す る,の 意.以 上 か ら,「 外 に庭す」とは,夫 人の カラ=バ ルガス

ン移住 の意 と解 され る.第4節(2)参 照.

5・1「雍庸」:や わらかでおだやかな様子,庸 は和 に同 じ.

5・2「雅志」:「ふだんか らの志」と「み やびこころ」の両意が あるが,こ こは前

者.用 例 と しては,陶 淵明 「閑情賦」に,

淡 柔情干俗内,負 雅志干高雲.(柔 情 を俗内 に淡 くし,雅 志 を高雲 に負ふ)

とあ り,つ ねつね の胸 の思 いが雲 の ように高 い,の 意(都 留春雄r陶 淵明」筑摩書

房,中 国詩文選ll,1974,p.177).

6・1「至性」:極 めて良い生 まれつ きの性 質.用 例 と しては,稜 康 「与 山巨源絶

交書」(r文 選』巻43)に,

院 嗣宗口不論人過.吾 毎 師之,而 未能及.至 性過 人,与 物無傷.(院 嗣宗,

口 に人の過 まちを論ぜ ず.吾 れ毎に之を師 とすれ ども,未 だ能 く及 ばず.

至 性 は人に過 ぎ,物 と傷 なふ こと無 し)

とあ る(台 湾 ・藝文印書館影印本,1974,p.613).

7・1「國の棟櫟」:棟 梁 は,一 国の重任 にあたる者.「 櫟」は 「梁」の異体字.

「國」は冒頭 の 「大唐」を指 した表記 と理解 すべ きで,そ れ以外 には考 え られな

い.「 國之棟 梁」の用 例 と して は,『 呉 越春 秋』句践 入臣外伝(r景 印文淵閣四庫全

書』第463冊,台 湾商務印書館,1983,p.44)に,

大 夫文種者,国 之棟梁,君 之爪牙.(大 夫文種 は,国 の棟梁,君 の爪牙な り)

とあ り,『 三 国志 』巻24,魏 志,高 柔伝(中 華書局,標 点本,p.685)に,

今 公輔之 臣,皆 国之棟 梁.(今,公 輔 の臣は,み な国の棟 梁 な り)

とある.

8・1「宿夜解 るに慨ず,已 て一人 に事ふ」:雁 」は 「匪」に同 じく,「 非」の義 に

用 いる.『 詩経』大 雅,蒸 民 に,周 の仲 山甫 が宣王 に精励 して仕 えた様子 を称 え

て,

夙 夜 匪解,以 事 一人.(夙 夜解 るに匪ず,以 て一人 に事ふ)

とあ る(漢 詩大系 「詩経』下,集 英社,董g68,p.515)の を踏 まえた記述.「 解」は「解」,
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怠ること.『孝経』卿大夫章の末尾には,「詩云,夙 夜匪塀,以 事一人」と引用 さ

れている(明治書院,新 釈漢文大系35,1986,p,132).こ れは文人官僚に対する言い

方ではなく,武 将に対する言い方である.つ まり,こ の壁記の主人公である阿

史夫人の配偶者は,唐 朝に仕える武将であったのである.

9・1「卯年」:第4節(3)参 照.

9・2「史氏」:阿 史那氏の省略形 と解する考え方と,唐 代中国で通用 したケッ

シュKesh出 身ソグド系胡姓の史氏 と解する考え方の,両 種の解釈が可能.さ

らに言 えば,突 廠 の貴姓である阿史徳氏の省略形である可能性 も絶無ではな

い.し かし「史官」や書記の 「史」ではありえない.

10・1「錺」:錆(う がつ)の 異体字.前 掲,今 野春樹氏 らの釈読は,「錐乃」の

2字 に釈文 し,「乃ち石に錐 して」と訓ずる(r國學院雑誌j98-7,pp.44,46)が,完

全な誤解である.

10・2「朽」:朽 の異体字とみなす.朽 は 「ぬる(塗 る)」であるが,そ れでは意

が通 じない.

〔口語訳 〕

大唐の安西出身の阿史那夫人の壁記

夫人のために,こ の墓室を造る.央 人の魂ははるか万里にあ りなが らも,そ

の身はこの静かなあずまやに安眠することになった.

夫人は,西 の地にあっては名門王族の子孫であるが,こ こ(カラ=バ ルガスン

の)他 郷にあっては知己の人はいなかった.(唐 の)家 にいる時にはよく家内を

まとめ治めることに心がけ,こ こ他国に生活するようになってからは,慎 み深

く暮 らした.夫 人は,そ の立ち居振る舞いはおだやかで,平 素の志はすべての

ものと融和 し,多 くの賢人を賓客 として招 き入れ,性 質は生まれなが らにして

暖かで柔らかであった.そ こで,人 々はみな,夫 人を敬い慕ったのである.

夫人の賢夫は,(唐 の)国 の重臣に任ぜ られ,武 略はもともと身につけてお

り,昼 夜怠ることなく,(唐 の皇帝)一 人に仕えてきた.忠 義の功臣である.
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時に卯年の三月のある日,史 氏がこの墓室を造 り,石 に刻 して記録 し,永 く

夫人の徳が朽ち果てないようにするものである.

4.歴 史学 的考察

(1)壁 記 につい て

壁記 とは,事 実をあ りのままに記す 「記」という文体に属 し,本 来はそれが壁

に掲げられたものをいう.唐 代では,官 庁の壁に,当 該宮庁に関わる行政法規

やその官庁の沿革等 を記 した文章が しばしば掲げられ,そ れらは「庁壁」「庁壁

記」「壁記」と称され,『 文苑英華』『唐文粋』の 「記」の項や,作 者の文集等に多
くヨラ

数伝わっている.し か しながら,中 央アジア出土の壁記史料としては,こ れま

でにその報告例はなかった.

壁記に類似する中央アジア出土の史料例 としては,近 年アク=ベ シムで発見さ

れ,加 藤九詐氏によって紹介,内 藤みどり氏によって釈読 ・考察された漢文の
くの

「杜懐宝碑」と,や は りアク=ベ シム付近で収集 され,福 永光司氏の釈読 を経
くらラ

て,こ れも加藤氏によって紹介された漢文石刻断片,の2例 が挙げられる。こ

れらはいずれも,本 来は壁にはめ込まれるか,張 りつけられていたと推定され

てお り,そ の意味で 「壁記」的なのである.前 者は,幅 約32.6cm,高 さ約13.5

cm,厚 さ約1 .1cmの 横長型で,そ の1面 に1行5～6字,ll行 の漢文銘が刻さ

れ,そ の中央部は漢字が摩滅 して一部判読が困難であるが,唐 の杜懐宝が亡母

供養のために寄進 した仏像の台座部分 と思われる.後 者は,横 約20cm,縦 約30

cm,厚 さ約4cmの 砂岩板に,1行10字,6行 の漢文が刻 され,も とは数枚に

分けて壁 に掛けられていた石板の一部と推定されるが,惜 しいことに全貌まで

は把握できない.そ れに対 して,本 「阿史(那)失 人壁記」は,全 文の判読が可

(3)礪 波 護r唐 代 政 治社 会 史研 究 』同 朋 舎,1986,p.140以 下 参 照.

(4)加 藤 九 酢 「ア クベ シ ム発 見 の杜 懐 宝碑 をめ ぐって 」r中央 ア ジ ア 北 部 の 仏 教 遺 跡 の研

究 』(シ ル ク ロー ド学 研 究4),シ ル ク ロー ド学 研 究 セ ン タ ー,1997,pp.148-i49;内 藤

み ど り 「ア クベ シ ム発 見 の 杜 懐 宝 碑 につ い て」(同 上),pp.151-158.

(5)上 掲 『中央 アジ ァ 北 部 の 仏 教 遺 跡 の 研 究」p.150.
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能であ り,し か も中央アジア出土例としては初めて「壁記」と銘打たれた,極 め

て珍 しい史料である.

ところで,唐 代の中国内地の壁記を見ると,前 述 「庁壁記」のほかに,風 光明

媚な地や,あ る出来事の起きた場所 を記念 して当地に掲げられた壁記 もまた多

数伝わっている.そ の中には,貞 元6年(790)「 唐故翰林学士李君碍記」(r文苑

英華1巻834,大 化書局,明 閾本重編本,p.2002),元 和9年(814)「 叔氏墓記」(同834,

p.2002)の,墓 葬の壁記の事例が2例 存在する.こ の墓葬壁記2例 のうち,後 者

は本来は墓誌に分類 されるものであるが,前 者には銘がな く,明 らかに墓誌 と

は異なる文章構成であり,墓 誌が壁記の形式を採用 して記 された貴重な実例 と

なっている.ま た,壁 記の文章は多 くの場合末尾付近に「記」字が使用 され,大

半は末尾に「○年○月○ 日記」と書かれて締め くくられる.「唐故翰林学士李君

碍記」も同様であるが,そ の他には 「故為之記(故 にこれが為に記す)」(r英剰 巻

833,酔郷記,P.2000),「 故記干堂上(故 に堂上に記す)」(同,'息壌記,P。1999),「刻

石以記(石 に刻 して以て記す)」(同826,燕 喜亭記,p.1984),「 故刻石以記之(故

に石に刻 して以て之を記す)」(同819,香 山寺新修経蔵記,P.1969),「 遂製此記,
ねが

聯示将来也(遂 に此の記を製 り,将 来に示さんと柳ふな り)」(同834,蘇氏織錦廻

文記,p.2001)等 と記 される事例 も少なくない.

本壁記 も,末 尾文言はそうした文体を踏 まえて記 されている.全 文の内容か

ら,墓 葬の壁記 と見てまず大過ないであろう.従 って,唐 代の墓葬壁記 として

は,本 壁記が3例 目(実質上2例 目)ということになる.た だし,そ うはいって

も,本 壁記は表裏両面に刻文されているのであるから,そ もそも墓壁に埋め込

むために作製 されたもののはずはな く,ま た碑石の基底部にはホゾの一部が認

められることから,本 来ホゾ穴をもつ台座の上に立てられる様式のものであっ

たと思われる.そ れが,文 体や制作趣向の上では壁記の形式 を取っているので
くの

あ る.

(6)唐 代 にこのような形態の墓誌は存在 しないが,比 較的近い時代に近似例を求めれ

ば,北 魏宋期普泰元年(530)「 買珪畳子昌墓誌」が挙げられる.同 墓誌は,上 部が尖っ/
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(2)墓 主 とその配偶者 について

それでは,本 壁記文の内容か ら,墓 主像にどれほど迫 り得るであろうか.

墓主である阿史那夫人は,安 西都護府管轄下の地を故郷とする突廠人女性で

あり,カ ラ=バ ルガスン地方で死去 したと思われる.そ こで,彼 女が関わ りを

もった地として,ま ず安西 とカラ=バ ルガスン方面の双方を念頭に置かねばなら

ないが,こ れ以外に我々は墓主に関連のある重要な地を想定できる.そ れは唐

本土である.な ぜなら本壁記は漢文で記 され,夫 は唐朝 に仕える武将であった

からである(訳注7・1,8・1,和訳参照).そ こで,こ れらの:地を念頭 に置いて,墓

主とその配偶者について考え得るケースを列挙 してみれば,次 のようになるで

あろう.

① 墓主は突廠阿史那氏の女性,配 偶者は唐朝の漢人.

② 墓主,配 偶者 ともに突厭人.

③ 墓主は突厭阿史那氏の女性,配 偶者はケッシュ出身のソグ ド人.

①の場合,墓 主は結婚後に唐本土で生活し,そ の後,失 と共にカラ=バ ルガス

ン方面にやって来て,そ こで死亡 し,当 地で埋葬されたことになろう.埋 葬 し

たのは夫側ではな く,夫 人側であることになる.② の場合,墓 主は実家の故地

から,唐 朝に仕えていた突蕨人と結婚するために唐内地に入 り,そ こで暮 らし

た後,夫 と共にカラ=バ ルガスン方面にやって来て,そ こで死亡 し,当 地で埋葬

されたことになろう.埋 葬 した主体は,夫 側か夫人側か分か らない.③ の場

合,配 偶者はソグ ド人であったとしても,彼 の本拠はもはや西方のソグディア

ナ本国にはないはずである.な ぜなら,も しそうだとすると,本 国の方が央人

の出身地より西になり,「西門に在 りては,三 代の王孫」という刻文の内容 と矛

盾することになってしまうからである.そ れ故,た とえ配偶者がソグ ド人で

あったとしても,彼 は既に唐を本国としていたとみてよかろう.と すれば,こ

/た 五 角 形(高 さ93cm,幅57cm)で,拓 本 に よれ ば 下 部 に ホ ゾ と思 わ れ る部 分 が 認 め

られ る の で,本 来 は台 座 に 立 て られ て い た と推 測 さ れ る.た だ し刻 文 は表 面 の み の よ

うで あ る.「 漢 魏 南 北 朝 墓 誌 集釈 』台 湾,鼎 文 書 局,篁975再 版,上 冊,p.117;下 冊,

p.352,図 版279.
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の場合,墓 主は結婚後に唐本土で生活 し,そ の後,夫 と共にカラ=バ ルガスン方

面にやって来て,そ こで死亡 したので,夫 の史氏が埋葬 したことになろう.

既に訳注で見たように,こ の壁記 を書いた人物は中国古典に相当に通 じた文

化人であったはずで,そ のような人物が墓主の周囲に存在 していなければなら

ない点から見れば,ま ず可能性が高いのは①であろう.し か し,② の場合で

も,も し夫の家が少な くとも先代から唐朝に仕 え,親 しく漢人文化人 と交わ

り,相 当に漢化 していたとすれば,あ りえなくはない.い や,そ れどころか,

第9～10行 目に記されていたように,夫 人を埋葬 した 「史氏」が阿史那氏であ

るなら,配 偶者の家ではなく,夫 人の実家が葬儀をしたという不 自然さが残る

ことになる.も し夫 も突厭の出身であると仮定するなら,突 厭人同士の結婚で

あ り,夫 側が葬儀を執 り行い,本 壁記 も作らせた と考えられ,そ の方が矛盾は

少なくなろう.7世 紀の唐本土に膨大な数の突厭人が入ってきていたことは周
くの

知の通 りである.さ らに夫婦が同 じ氏族出身であるのは不自然であるという点

のみを重視すれば,③ の可能性も捨てがたい.唐 朝には,7世 紀 には突廠 と共
は ラ

に内徒 したソグド人武将の史善慮がお り,8世 紀には安禄山や史思明のような

ソグド人武将が仕えていた事実がある.彼 らのようなソグド人武将であれば,

唐朝に仕 え,突 蕨人の女性を嬰 り,漢 文化 にひた りながら生活す ることも十分

ありえたであろう.と はいえ,以 上3種 の可能性のうち,ど れか1つ に決定す

るのは今の ところは困難である.

いずれにせよ,壁 記に「安西」「西門に在 りては」というのは,長 安 を中心 とす

る唐本土から見た言い方であ り,墓 主の配偶者が唐朝に仕える武将である事実

と表裏一体の表現であろう.そ してこれは,墓 主である女性が,唐 の安西都護

府の管轄下に入った地方をかつて押さえていた天山地方の西突厭出身であるこ

とを示唆する もの と考えられるのである.と すれば,「此の他郷に到 りて」の

(7)岩 佐 精 一 郎 「突 厭 の復 興 につ い て」r岩 佐 精一 郎 遺稿 』岩 佐伝 一 刊,1936,pp.77-167.

(8)岩 佐 精 一 郎,前 掲 論 文,p.137,n.ll;小 野 川 秀 美 「蒙 古 史 申 世 」『支 那 周 辺 史 』上,

白揚 社,1943,p.375;護 雅 夫 『古 代 トル コ民 族 史研 究 』1,山 川 出版 社,1967,pp。90-g1,

n.13,
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「他郷」とは,故 郷の安西でも嫁ぎ先の唐本土で もなく,夫 人が死去 したカラニ

バルガスン方面を指すと解される.

本壁記文は,1)題 名,2)墓 地造営のこと(冒 頭～第3行 「幽停」),3)生 前の

墓主の活動(第5行 「越有」まで),4)墓 主の人 となり(第6行 「欽仰」まで),5)

夫のこと(第9行 「忠也」まで),6)紀 年,7)「 記」としての定型句,の 大 きく7

段落から成 り立っている.こ のうち,3)の 部分は,a)在 於西門三代王孫,b)

到此他郷無人知記,c)在 身居家理治,d)庭 外競 ・越有,と 刻 される.a)は

墓主の出身を,c)は 結婚後の家庭を守る主婦としての姿を述べている.す なわ

ち,3)の 部分は,a)故 郷,b)カ ラ=バ ルガスン地方,c)唐 本土,d)カ ラ

=バ ルガスン:地方
,の 順に文章をつなぎ,短 文中にふ くらみをもたせて夫人の生

前の動 きを描き出 しているのである.と すれば,墓 主阿史那夫人は,唐 に仕え

る漢人もしくは漢人化 した突廠人ない しソグド人と結婚 して しば らくは中国で

生活 し,あ る時,失 の職務の関係からカラ=バ ルガスン方面に赴 き,そ こで死亡

して埋葬された,と 解 して,ま ず大過ないであろう.そ して本壁記の撰者は,

おそらくカラ=バ ルガスン地方に墓主の失 と一緒に赴任 してきていた文人の一人

であったろう.

それならば,実 際にそのようなケースがあり得るであろうか.我 々は十分あ

り得ることだと考える.そ の根拠のひとつは,紋 苑英華』巻971(p.2322)に あ

る楊燗 「左武衛将軍成安子崔献行状」の次のような記事である.

麟徳元年,有 詔,起 公為左威衛修仁府左果毅都尉,傍 命羽林軍長.上 乗

輿,歴 日月,歩 山川,詳 益地之図書,聴 干雲之律呂,長 城十角鑑入提封,

高閥三襲並為州県.於 是,九 姓抗表,請 築安北府城.詔 公馳駅,許 以便宜

従事,則 栄奉中旨,計 日期還.

(麟徳元年(664),詔有りて,公 を起てて左威衛修仁府左果毅都尉と為し,侃 りて羽

林軍長に命ず.上,乗 輿し,日 月を歴して,山 川を歩き,益 地の図書を詳らかに

し,雲 の律呂を聴き,長 城十角は蓋く陛封に入り,高 闘三襲は並びに州県と為る.

是に於て,九 姓抗表して,,安北府城を築かんことを請ふ.公 に詔して駅を馳せし
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め,便 宜 を以て従事するを許せば,則 ち中旨を栄奉し,日 期を計 りて還る.)

これ は,龍 朔3年(663)に 唐 が九姓鉄勒 の要請 を受け て,モ ンゴリアに潮海

都護府=安 北都護府 を置 き,そ の翌年 の麟 徳元年 に崔献 が詔 を奉 じてそ こに都

護府城(古 テユルク語碑文にはToγo-ballqト ゴ=バ リクとして現われる)を 築 いた こと

リ ラ

を伝える史料である.残 念ながら,こ の行状には崔献の夫人が阿史那氏であっ

たという記事はないが,お そらくは本墓主の夫人の配偶者 も同様の任務 を帯び

てモンゴリアに赴いたものと思われる.

ところで,唐 の官人が赴任地に向かう際,そ の妻子を同行 させるのは決 して

珍 しいことではない.例 えば,か つてマスペロが分析 したスタイン297号 文書

(いわゆる「長行馬文書」の1つ)の 第41行 には,

前安西副大都護湯嘉恵井家口乗馬六疋 騙参頭 壼頭

と見え,'以下,馬 ・騙の年齢,性 別,等 級,毛 色,傷 や印の有無等が詳記され
くユの

ている.こ れは,開 元10年(722)に 安西副大都護を退任 して中国に帰る湯嘉恵

が,旅 行用に西州であてがわれた長行馬の台帳であるが,文 中に「家口」とある

ことから分かる通 り,湯 嘉恵は明 らかに家族を同行 させているのである.

また,開 元21年(733)「 唐益謙 ・醇光批 ・康大之請給過所案巻」(73TAM509:8/
く　り

4.1(a),8123(a),8/4.2(a))は,唐益謙が福州へ,酵 光批が甘州へ,康 大之が輪壷へ

赴 く際の過所の発給請求を処理 した案巻であるが,そ の第20行 には,

福州都督府長史唐循忠謄醇 年拾捌

とあり,以 下,姪 男1人,奴4人,碑3人,作 人1人,馬8疋,騙5頭 ととも

に福州への過所が申請 されてお り,勝(そ ばめ)が主人の赴任地に赴 く例が見ら

れる.さ らに,官 人とは明記 されてはいないが,同 文書第41行 以下には,

(9)岩 佐 精 一 郎,前 掲 論 文,pp,97-98;護 雅 夫r古 代 遊 牧 帝 国 」(中公 新 書437)1976,pp.

109-llO,

(10)H.Maspero,Lθ340`π7η θηご5c伽0154θ'α,70f5諭 ηθθκp鋤,∫oπ4ε∫,rAκrθ13,伽8πA∫,6

cε雌 α'θ,London1953,p.124,写 真XXIV;藤 枝 晃 「長 行 馬 」「墨 美 』60,1956,p.7.

(11)国 家 文 物 局 古 文 献 研 究 室 ・新 彊 維 吾 爾 自治 区 博 物館 ・武 漢 大 学歴 史系 編r吐 魯 番 出

土 文 書 』第9冊,文 物 出版 社,1990,pp.31-39;呉 震 「唐 開元 廿 一 年 西 州 都 督 府 処 分 行 旅

文 案 残 巻 的復 原 与 研 究 」『文 物 研 究 』5・6,1989・1990,pp.370-387,pp.299-325.
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甘州張i液県人蘇光批 年載拾陸 母趙年陸拾柴

批妻張年戴拾武 鵬拾頭並青黄父各捌歳(以 下略)

とあ り,妻 が夫の旅行に随行する実例が知 られる.

本壁記の墓主阿史那夫人も,こ れらと同様に夫の赴任地カラ=バ ルガスン方面

に随行 し,滞 在中に死去 して同地で埋葬されたと見るのが,最 も自然な解釈で

あろう.

(3)紀 年 について

通常,漢 文の石碑 ・墓誌 ・壁記の紀年は元号で記 されるか,あ るいはそれに

干支が併記されるのが一般的である.ま た,壁 記には紀年が全 くない例 も多数

存在 し,「某年月日記」とするものもあ り,墓 誌 にも中には紀年のない ものや干

支のみのものも若干は存在する.し かし,本 壁記に見える「卯年」のように,単

に十二支のみで紀年される例は,唐 代の墓誌 ・壁記には一例も見当たらない.

すなわち,十 二支のみの紀年をもつ唐代の漢文墓誌 ・壁記として も,本 史料は

初出なのである.

周知のとお り,十 二支のみによる紀年は,突 蕨のオルホン碑文やウイグルの

シネウス ・タリア ト碑文等の古テユルク語文献に見られる紀年表記法である.

こうしたことを念頭に置けば,本 壁記は文体も文章 も徹頭徹尾漢人文化人の手

になるものであるように見えながら,そ こにはテユルク的伝統への強い 「こだ

わ り」が色濃 く残っているのである.そ の理由は,言 うまでもな く,被 葬者で

ある夫人が突廠人であったこと,場 合によっては埋葬者である夫 も突厭人で

あったこと,に 求められねばなるまい.し か し,だ からといって,本 壁記が唐

の主権下にない状況のもとで刻されたとまで決めつける訳にはいかない.な ぜ

な らば,本 壁記の冒頭には明 らかに 「大唐」と銘打たれているからである.

それならば,本 壁記に刻 される紀年 「卯年」とは,、一体何年のことであろう

か.上 述の考察によれば,墓 主阿史那夫人の配偶者は唐の武官であ り,失 人は

夫のカラ漏バルガスン方面赴任に随行 して同地で没したと思われる.と すれば,
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こうした任務で唐将が同地に赴いた時期 としては,突 廠第一可汗国期や復興後

の第二可汗国期,さ らにその後の東ウイグル可汗国時代 と見るよりは,唐 の鵜

魔支配期 と見た方がより可能性が高いといわざるを得ない.特 に夫人の高祖 ・

祖 ・父がいわゆる西突蕨の王族であったことが示唆されていた点に鑑みると,

これが西突厭滅亡後一世紀以上隔てたウイグル時代のものである可能性はまず

なかろう.す ると,我 々には,本 壁記の紀年の「卯年」を絞ることが,あ る程度

は可能 となって くる.

第一突廠の滅亡は貞観4年(630)で あ り,輯 魔支配下の突厭遺民の反乱=再

独立運動が起きたのは調露元年(679)で あるが,今 は突廠復興がほぼなしとげ

られた時期を単干都護府陥落の弘道元年(683)と 見て,そ の間に卯年を検索す

ると,631年,643年,655年,667年,679年 が得 られる.こ のうち,631年

は突厭滅亡の翌年であり,そ れまで唐 と突廠は抗争を繰 り返 していたのであっ

て,さ らにまだ安西都護府が設置 されていなかったことか らも,可 能性 はな

い.一 方,唐 の勢力が本格的にモンゴリアに進出し,そ こに潮海都護府が置か

れたのは前述の とお り龍朔3年(663)で ある.と すれば,本 壁記が書かれたの

は7世 紀後半,そ れも667年 もしくは679年 の可能性が高いのではなかろうか.

『文苑英華』巻797～834所 載の壁記を通覧すると,圧 倒的に唐後半期の作品

が多い.こ れは,主 として唐後半の文人の作品が採録されているためであり,

前述の既存墓葬壁記 「唐故翰林学士李君碍記」の紀年 も8世 紀末(貞元6年,790

年)で ある.た だし,7世 紀の作品が全 くないわけではない.同 書巻822,陳 子

昂 「荊州大崇福観記」(p.lg74)は,冒 頭に 「維大周揖譲受唐有天下十載」と記 さ

れ,7世 紀末の作であり,巻834所 載の則天武后御製 「蘇氏織錦廻文記」(p.2001)

の紀年は如意元年(692)で ある.

とすれば,本 「安西阿史(那)夫 人壁記」は,唐 代に壁記文体が隆盛 した時期

の最 も初期に属す作品ということになる.

以上の考察が正 しければ,突 厭人の墓誌 ともいうべき本壁記が,突 厭語では

な く漢文で書かれた理由の一端 も自ずから明らかとなる.突 廠語が突廠文字(い
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わゆるルーン文字)に よって書写 されるようになるのは,突 廠復興後の680年
く　　　

代以降のことであるから,こ の時期は突廠文字突厭語で文章を書 きたくてもま

だ書けなかったのである.

(4)本 壁記 出土の歴史的意義

本壁記が出土 したカラ=バ ルガスンは,い うまでもなく東ウイグル可汗国時代 一

(8世 紀半ば～9世 紀半ば)の 首都オル ドゥ=バ リク(宮帳の町)の遺蹟であ り,

最 も目立つ宮城(長辺が約420m,短 辺が約340mの 長方形で,一 周は約1500m,城 壁の

高さ10m以 上)の部分と,広 大な都市趾 とから成っている.こ のオル ドゥ=バ リ

クは少な くともモンゴル帝国時代にも使われた証拠があるが,問 題は上限であ

る.田 坂興道氏の見解によれば,こ の草原都市の 「年齢は,諸 学者が想像 して
ロ の

いたよりも遙かに若 く,富 貴城 よりもその歴史が新 しい」ことになる,富 貴城
ロ の

とは有名なウイグルのバイ=バ リクのことで,そ の造営は西暦757年 に相当す
く　の

る酉年である.も しこの見解が正 しければ,な ぜウイグル時代に初めて建設さ

れたオル ドゥ=バ リクから,そ れ以前の,突 厭第一可汗国時代と突廠第二可汗国

時代の間にくる羅靡支配期の遺物が出土するのかという大 きな疑問に逢着する

ことになる。

しかしこの疑問は不要であろう.な ぜなら,突 厭第一可汗国時代から多 くの

ソグ ド人や漢人が突厭にやってきて居住 していたことは史上に明 らかであり,

そのような非遊牧民が暮 らすに足る水の便のよい所 として,オ ルホン河畔のカ

ラ=バ ルガスン周辺はモンゴル中でも屈指の場所であるからである.む しろ田坂

(12)J.Hamilton,LenomdelieuK,6.Ndans藍esinscripdonsturquesrunifomles.τ'o撚8Pα0

60-415,1974,p,301;護 雅 夫 「突 厭 碑 文 窃 記 」 『東 洋 史 研 究 」34-4,1976,pp.25-26;護 「古

代 遊 牧 帝 国 」pp.116-118,228-234.た だ し我 々 は 突 厭 文 字 の 起 源 が ソ グ ド文 字 に あ っ た

と す る リ フ シ ツ ・護 説 に は 従 え な い.

(13)田 坂 興 道 「漠 北 時 代 に 於 け る 回 乾 の 諸 城 郭 に 就 い て 」「蒙 古 学 報 』2,1941,p.203,

(14)K).C.Xy朋KoB,rlaMHTHMKHy鈍rypcKo員KynbTypHBMoHro朋H.In:π θ脇 ρ伽 酬 α刃A3姻

配coc8∂ κ梶8配 εpρ配切op媚 θ(1ρ8∂κμ8θθκα,HoBocH6MpcKI990,pp。85-87.

(15)田 坂 前 掲 論 文,pp.195-196,
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氏のように,オ ル ドゥ=バ リクはウイグル時代になって突然ゼロから作 られたも

のと考える方が不 自然であろう.ウ イグルのバイ漏バ リク(富 貴城)が,シ ネウ

ス碑文から知られるように,定 住民である漢人とソグ ド人のために作 られた事
ロ 　ラ

実に鑑みれば,オ ル ドゥ竺バリクもむしろ漢人が一時の統治のために建設 した都

護府城(古テユルク語T・γo-ba!iqトゴ=バリク)のようなものが,先 駆けとなったと

見る方が正 しいであろう.さ らに踏み込んで言えば,本 壁記が出土 した事 に

よって,唐 がモンゴリアに1翰海都護府=安 北都護府の都護府城を築いたのは正
く　の

しくここであった,と 考 えるべ きで はなかろうか。 このカラ=バ ルガス ン都市:趾

ロ の

からはカラ=バ ルガスン第二碑文という突蕨時代のルーン文字碑文も出土 してお

り,こ の地がウイグル以前からのテユルク系騎馬遊牧民の重要拠点であったこ

とに疑いはな く,そ ういう所だからこそ,唐 も初めて都城を築 く価値 を認めた

のであろう,

(16)G.J.Ramstedt,ZweiuigurischeRuneninschrif㎏ninderNoId-Mongolei.Jo配rπ α」4θ'α

∫oc'4`6躍 ηπo-0κ8r∫θπηθ30-3,1913,pp.34-35,62;田 坂 前 掲 論 文,p.195;G.Clauson,ん2

E砂 η20'og∫cα∫D∫α'oπαryげPrθ 一7施か'εθη'h-C8〃飯ry7iπ醐 読,Oxfold1972,p.872b.

(17)従 来 は こ の都 護 城 を トー ラ河 畔 に求 め て きたが,そ の 根拠 は きわ め て 薄 い と思 う.

cf岩 佐 前 掲 論 文,pp.98,145;田 坂 前 掲 論 文,pp.197,203(地 図),229.

(18)M.1皿HH3xYY,HoBH豚naMqTHHKpyH四ecKo髄nMcbMeHHocTMy樋rypcKoroKapa-

6a∫lracyHa.In:0』oκy海c槻 〃o麗20耀3ρ ∂8濯溺槻 距11'切rηpω!,vol.3,Ulaanbaatar1979,pp.

301-305;M.皿[MH3xYY,0μo陸C3泥3κ εμ朗 ρy槻6κ 曝3μ伽 照 κ9∂ンρc2α泥.Aμ80π03繭 μ

Cy∂溜硯,(∫'μ4」αん'chθo'08'cαル霧5'"κ"H'3'orjαθAc認8溺'α θ∫c'θη加r配溺 ハ40η80",Tom.VIII,

Fasc.1),Ulaanbaatarlg80,pp.42-44.シ ネ フ ー 氏 は これ を ウ イ グ ル時 代 の 碑 文 とみ て い

る.そ の理 由は 単 に これ が カ ラ昌バ ル ガス ン出土 で あ る とい う事 実 だけ の よ うで あ る.

しか し この 碑 文 には 突 蕨 の 王 族 阿 史 那 氏 の 有 名 な 山羊 型 の タム ガに加 えて,も う一 つ

別 の 釣 り針 型 の タム ガが 刻 まれ て い る.こ の 両 者 が 同 時 に刻 まれ て い る例 と して は,

や は り突 厭 時 代 の オ ンギ 碑 文 が 挙 げ られ る.そ れ 故,我 々 は これ を突 蕨 時 代 の もの と

判 断 す る.こ れ ら2碑 文 の詳 細 につ い て は来 春 発 行 予 定 の 「ビチ ェ ース」仮 報 告 書 を参

照 され た い.

(藍10)


